
令和７年国勢調査桐生市実施本部 

の設置について 

■ 日 時  

■ 場 所  

■ 内 容  

令和７年５月１日（木） 10：00 ～ 

桐生市役所３階 総務部総務課内 

国勢調査桐生市実施本部の開設式 

１ 実施本部看板設置 

 ２ 本部長（副市長）あいさつ 

⑪住み続けられるまちづくりを⑯平和と公正をすべての人に⑰パートナーシップで目標を達成しよう
⑯平和と公正をすべての人に⑰パートナーシップで目標を達成しよう

【問い合わせ】 
総務部総務課文書・統計担当 
担当 井出 
TEL 0277-32-4145 

令和7年4月22日 

総務部総務課 

令和７年１０月１日現在で実施される国勢調査の万全を期

すため、国勢調査桐生市実施本部を設置し、その開設式を

行いますのでお知らせいたします。 

桐生市報道発表資料桐生市 



 
▼ 国勢調査について 

国勢調査は、統計法（平成１９年法律第５３号）に定められた基幹統計調査として、すべての

人及び世帯を調査します。大正９年（１９２０年）の第１回調査から数えて１０５年、２２回目の調

査となります。 

調査結果は、衆議院議員小選挙区の改定、地方交付税の算定など、多くの法令にその利用

が規定されているほか、少子・高齢化関連施策、医療・福祉施策、防災計画など、国及び地方

公共団体における各種行政施策の基礎資料として幅広く利用されています。 

 

▼ 調査対象 

１０月１日現在で、桐生市に３か月以上住んでいるか、住むことになっている人を対象に調査

します。前回調査（令和２年）では、人口は１０６，４４５人、世帯数は４４，９７１世帯です。 

また、国勢調査を基準にして人口を推計している直近の群馬県移動人口調査の令和７年３月

１日現在の人口は９８，５５６人、世帯数は４４，４４４世帯です。 

 

▼ 調査項目 

世帯員に関する事項（１３項目）として、氏名、男女の別、出生の年月、世帯主との続柄、配偶

の関係、国籍、現在の住居における居住期間、５年前の住居の所在地、就業状態、所属の事業

所の名称及び事業の種類、仕事の種類、従業上の地位、従業地又は通学地のほか、世帯に関

する事項（４項目）として、世帯の種類、世帯員の数、住居の種類、住居の建て方を調査します。 

 

▼ 調査方法 

調査は、調査員が受け持ち調査区を確認後、９月中旬から調査区内の全世帯を訪問し、調

査票等の調査書類一式を配布します。調査票は、オンライン（インターネット回答）、郵送、調査

員の回収があります。 

○主なポイント 

    ・オンライン回答の積極的推進 

      オンライン調査システムの機能改善（「QR コードログイン」、「パスワード再設定」等） 

 

▼ 調査結果 

調査結果は、令和８年５月末までに、「人口速報集計」として公表し、 

令和８年９月までに、「人口等基本集計」（確定人口・世帯数）として公表 

予定です。 

 

【国勢調査桐生市実施本部 事務局：総務課 TEL:32-4145（直通）】 

 


